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当社における新型コロナウイルス（COVID-19）感染防止策について 
 
 はじめに、新型コロナウイルスにより罹患された皆さま及び関係の皆さまに心よりお見舞い
申し上げます。 

当社は新型コロナウイルスの感染拡大、2020年 4月 16日に全都道府県に向けて発令され
た緊急事態宣言に対応し、以下のガイドラインを策定し、社内外における感染拡大の抑止に
取組んでおります。 

 
  
 【出張・外出について】 
国内、国外共に禁止とする 
 
 【通勤について】 
公共交通機関での通勤は禁止とする 
⇒公共交通機関での通勤者は在宅勤務又は自宅待機とする 
 

【来訪者について】 
来訪者について入場を禁止とする 
⇒工事等は延期とし、商談及び打合せ等は Web会議等を活用する 

 
【出勤時の体調管理・検温について】 
出勤時に毎朝、検温、記録後入場する 
⇒発熱の症状がある場合は自宅待機とする 
 
【勤務中について】 
勤務中のマスク全員着用を義務付ける 
（全社員に一人当たりマスク 70枚を支給済） 
また、社内各所に消毒液を設置し、小まめな手洗い・消毒・うがいを実施する 

毎朝、工場入館時と退出時は必ず、アルコールによる手洗い洗浄を実施 

  

【食堂の利用について】 

混雑を分散させるため、社内２ヶ所にある食堂の椅子を間引き、間隔を開けて使用する 

 

【同居家族の体調について】 

同居している家族が発熱した場合は自宅待機とする 

http://www.atect.co.jp/


また同居している家族が新型コロナウイルス感染の疑いにより PCR検査を受診した場合

は陰性の結果が出るまで自宅待機とする 

 

【罹患者発生時の会社の対応】 

社内で新型コロナウイルス陽性者が発生した場合、原則操業停止とし、再操業について

は保健所等の指導に基づき検討する 

 

【その他】 

業務内外問わず、公共交通機関の使用は禁止する 

休暇中においても不要不急の外出を控える 

  

 当社では現時点において罹患者は発生しておりませんが、従業員の健康を守り、企業

としての社会的責任を全うするため、2020年 4月 16日に全都道府県に向けて発令され

た緊急事態宣言に対応し、感染拡大の防止に努めて参ります。 

 尚、製品供給におきましては、お客さまにご迷惑とご不便を極力おかけすることがな

いよう努めて参ります。 

何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い致します。 

 

以上 


